
 

 

顧問のお客様限定で、社長、社員さんどなたでも参加

可能です。ZOOM を使ったことがない方もこの機会に

トライしてください。お申し出い

ただければ、事前に ZOOM 使用

方法をご案内します。 

 

 

 

今年の 3 月からコロナ関連情報を続けて一斉配信させ

ていただきました。今後はより幅広い人事労務につい

ての内容を定期的に発信していきます。ろうサポらし

く？小難しくならないよう(笑)お客様に話しているよ

うに書いていくイメージです。ご都合のよい時にぜひ

続けてお読みください。 

 〇発信頻度：毎月 3 回程度 

 〇執筆：川村由里子、堀田真紀子、高山博子 

 〇テーマ：これだけは押さえておきたい基本的な内

容から、働き方改革関連の最新情報まで

企画中です。 

 

 

 

 

※3 月からの一斉メール（現在 VOL23 まで）が届い

ていない場合は担当者にご連絡ください。 

１社で複数のメールアドレスを登録することも可能 

です。 

 

 

いつもお世話になっております。所長の川村です。 

例年のような季節らしい行事やイベントがないままに

季節だけは過ぎていく…不思議なカンカクが続いてい

ます。今年は年越しまでこんな調子で迎えるのでしょ

うか…(._.) 

コロナ禍でもあきらめたくなかった事の一つとして、ミャ

ンマーからの留学生（15 歳女の子）をホストファミリー

として受け入れます。文部科学省の「アジア架け橋プロジ

ェクト」という事業で、本来であれば今年 3 月から来日

予定でしたが、遅れに遅れ…待ち続けてようやく我が家に

やってきます！コロナでも夢を 

持ち続けた彼女が日本でいろいろな

ことにチャレンジできるよう精一杯

応援したいです。…とは言え、決し

てお客様扱いせず、我が娘と同じよ

うにたくさん家事を手伝ってもらいますよ！(^-^; 

非対面で繋がる！情報発信したい！ 

WITH コロナ対応施策始めます 

 

 

 

同封している別紙ご案内をご覧ください。毎月幾つかのテ

ーマについて担当者が ZOOM でお伝えしていきます。 

事務所にお越し頂かなくても（非対面でも）手軽にしっか

り情報が入手できます。 

〒277-0005 柏市柏 2-7-23 コササビル 2F 

Tel:04-7192-8391 Fax:04-7192-8392 

E-mail：kawamura@gogo4864.jp 

HP：http://www.gogo4864.jp/   

 所長 特定社会保険労務士 川村由里子  

 



 

 

 

準備は進めていますか？ 来年１月１日
より子の看護休暇・介護休暇の時間単位
取得ができるようになります 

◆「子の看護休暇」制度とは？ 

 育児介護休業法により、小学校就学前の子を養育

する労働者は、事業主に申し出ることにより、１年

度において５日（その養育する小学校就学の始期に

達するまでの子が２人以上の場合にあっては、10日） 

を限度として、子の看護休暇を取得することができ

ます。 

 なお、取得できる労働者と

して、日々雇い入れられる労

働者が除かれるほか、一定の

労働者を労使協定で対象外

とすることができます。 

 

◆「介護休暇」制度とは？ 

 育児介護休業法により、要介護状態にある対象家

族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出る

ことにより、１年度において５日（その介護、世話

をする対象家族が２人以上の場合にあっては、10日）

を限度として、介護休暇を取得することができます。 

 取得できる労働者の要件は、子の看護休暇と同じ

です。 

 

◆何が変わる？ 

 子の看護休暇・介護休暇の取得単位は、１日単位

または半日単位（１日の所定労働時間の２分の１。

労使協定により異なる時間数を半日と定めた場合に

は、その半日）とされていますが、令和３年１月１

日より、１時間単位での取得が可能となります。 

 また、１日の所定労働時間が４時間以下の労働者

には、半日単位での取得をさせなくてもよいことと

されていますが、令和３年１月１日より、１時間単

位での取得ができることとなります。 

◆何が必要？ 

 育児介護休業規程の見直しが必要となります。さ

らに、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得は、

原則始業時間もしくは終業時間に連続するかたちで

取得させればよいこととされていますが、厚生労働

省では法を上回る措置として、いわゆる「中抜け」

を認める制度とすることを求めています。規程の見

直しにあたっては、中抜けを認めることとするかど

うかの検討が必要です。 

また、時間単位取得が困難な業務がある場合は、

労使協定により、その業務に従事する労働者を対象

労働者から除外することができるため、該当する業

務がある場合は、労使協定の締結も必要となります。 

 

子供が小さい頃は「さあ やるぞ」と思うと保育園からお迎

えの電話がきたり、熱があるので休ませると、ものすごく元

気だったり。なかなか思うように仕事をすることができませ

んでした。 

半日もしくは 1 日単位の取得だった子の看護休暇が時間単位

で取得できるようになると、朝通院してから園に送ったり、

早めに退社して予防接種を受けるなどそこまで時間のかから

ない看護に使えると思います。こうした休暇制度を上手く使

って仕事と育児の両立していく人が増えるといいなぁと思い

ます。                   (金) 

 

 

労基法施行規則等の改正案「届出等の
際の押印等の廃止・３６協定届などの様
式の見直し」について 

行政手続における押印の見直しを受け、「労働基

準法施行規則等の一部を改正する省令案」のパブリ

ックコメントによる意見募集が、令和２年 10月９日

から開始されました（意見募集の締切りは令和２年

11 月７日）。 

◆改正の趣旨 

労働基準法および最低賃金法の規定に基づき、使

用者に提出が求められている届出等について、規制

改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定）等にお

いて、行政手続における押印の見直しが明記された

ことを踏まえ、これら届出等に際し、使用者および

労働者の押印、または署名を求めないこととすると

いうものです。 

 

◆規制改革実施計画 

令和２年７月17日に閣議決定された規制改革実施

計画のデジタルガバメント分野における新たな取組

みとして、「行政手続における書面規制・押印、対

面規制の抜本的な見直し」が掲げられ、「各府省は、

……原則として全ての見直し対象手続について、恒

久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会

議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行

い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行

う。」ことが明記されました。 

 

 

 

 

 



◆改正の概要 

労働基準法施行規則、事業附属寄宿舎規程、年少

者労働基準規則および建設業附属寄宿舎規程ならび

に最低賃金法施行規則において、法令上押印等を求

めないこととするとともに、労働基準監督署長等へ

の届出等の際に押印等を求めている省令様式につい

て押印欄を削除します。 

押印等を求めている省令様式のうち、36 協定届な

ど、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合ま

たは労働者の過半数を代表する者の記載のあるもの

については、労働組合の記名がされている場合には

事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過

半数代表者の記名がされている場合には事業場の労

働者の過半数を代表している旨および当該過半数代

表者が労働基準法施行規則６条の２第１項各号（※）

のいずれにも該当する者である旨のチェックボック

スを設けることとするほか、所要の改正を行います。 

 

※ ①法41条第２号に規定する監督または管理の地

位にある者でないこと。②法に規定する協定等を

する者を選出することを明らかにして実施される

投票、挙手等の方法による手続きにより選出され

た者であって、使用者の意向に基づき選出された

ものでないこと。 

◆いつから施行 

令和３年４月１日予定（公布日は令和２年 12 月中

旬予定）となっています。 

 

 

 

企業における感染症対策の実態は？～
東京商工会議所調査より 
◆企業活動に影響を及ぼした新型コロナウイルス 

感染症 

今年の頭から全世界にパニックを引き起こした新

型コロナウイルスですが、多くの企業の事業活動に

も大きな影響を及ぼしています。東京商工会議所が

会員企業 1,477 社（回答数 582 社、回答率 39.4％）

を対象に実施した調査でも、76.1％が新型コロナウ

イルス感染症拡大は事業継続への影響を与えたと回

答しています。大なり小なり、何ら影響を受けてい

ないという企業は少ないのではないでしょうか。 

◆感染症ＢＣＰ 必要性は認識しながらも策定困難

な企業が多い 

本調査では感染症の対応を含むＢＣＰ（事業継続

計画）の有無についても聞いており、「有る」と回

答した企業は 17.8％、「策定中」「今後、策定予定」

と回答した企業は合わせて 36.1％だったそうです。

一方、「必要だと思うが、予定はない」と回答した

企業は 42.4％となっています。感染症ＢＣＰ策定上

の課題として、「ノウハウやスキルがない（66％）」

「人員が割けない(49.5％)」との回答も多く、ＢＣ

Ｐ策定の必要性は感じなが

らも、なかなか実施できな

いという企業の実情が読み

取れます。 

 

◆感染拡大防止のために実施した対策と購入資材 

また、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて実

施した対策として、「手洗い・うがい・マスク着用

の励行（96.6％）」「アルコール消毒液等の設置

（94.5％）」はほとんどの企業が実施しており、「飛

沫感染防止資材の購入（74.6％）」「定期的な従業

員の体調確認（68％）」が続いています。感染防止

のために社内で購入した資材としては、「手指用消

毒液（90.5％）」と「マスク（86.9％）」が上位に

なっている一方、「設備用消毒液（46.6％）」「間

仕切り（アクリル板等）（40.7％）」などは半数以

下となっています。 

◆企業に求められる対策 

本調査は東京23区の会員企業の現況を示したもの

ですが、対策が十分といえる企業はまだ少なく、付

け焼刃的に対応している企業が多いようです。感染

症に限らず、最近は自然災害等による影響も目立つ

ところです。今後は、地域ごとの特徴を踏まえ、自

社の課題を整理したうえでの、わかりやすい対策マ

ニュアルの策定が求められていくことでしょう。 

【東京商工会議所「企業における感染症対策に関す

る実態調査」結果について】 

https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022911 

 

これからの季節、新型コロナウィルスだけでなくインフルエ

ンザウィルスや風邪も気になります。警戒することは大事で

すが、考えすぎて心配ばかりしても仕方ないですよね。そん

な時は「手洗い うがい 笑い！」で。今できる有効な対策

を粛々として、みんなと大いに笑って心の対策をして、この

冬をのりきりたいと思います。(金) 

 

 





ろうむプラス
〜お客様へZOOMで情報発信！〜

日 時

日にち 時間 テーマ・概要 担当者

１２／４(金) 14：00～
14：40

コロナ時代の労務管理「労基署調査・是正勧告対応セミナー」
監督官はアポなしで来る？何を用意する？どこを見られる？
法違反があった場合どうなるのか？など実例も交えて説明します。

川村

１２／８(火)

14：00
～
14：30

節約予算でいい人材を採用する採用支援サービス
効果のうすい求人サイトを何となく続けていませんか？ 未
未来志向型の採用方法をお手伝いします！

池田

１２／１０(木)
どんなに忙しい社長でも必ず完成する！オリジナル評価制度
人材から人財へ！オリジナル評価制度を作成し、
社員のパフォーマンスを高めませんか？

堀田

１２／１７(木)
エース社員育てます！デライト式カード研修
こんな時こそ社員研修！
これを伝えてほしい！というカスタマイズにも応じます♪

笹村

１２／２２(火) 14：00～
15：00

所長待機タイム☆（個別20分程度）
労務面で気になっていることはございませんか。
来年に向けての懸案事項など個別でご相談にのります。

川村

☘ 開催日3日前（営業日）までにメール（staff@gogo4864.jp)、お電話（04-7192-8391)にてお申込ください。
☘ ZOOMに不慣れな場合は、お申し出いただければ事前にご指導いたします。
☘ スピーカーのあるパソコンにてご参加下さい。スマートフォンでもOKです。
☘ 1月以降も継続開催を予定しておりますのでご期待ください。

“WITHコロナ”時代でも・・・
お客様と繋がりたい！有益な情報発信をしたい！

ZOOMを利用したコミュニケーション企画『ろうむプラス』を始めます。
働き方改革を支援するサービスや最新の労務関連の情報をお届けします。ネット環境に
あればどこからでもお聴きいただけます。ご興味のあるテーマをお申込みください。

事前お申込み
↓

URLをお知らせします
↓

開催日時にクリック

柏ろうむサポートはお客様の“WITHコロナ”時代の労務管理、人材活用を支援します
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